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議案第８８号

福岡市準用河川流水占用料等徴収条例の一部を改正する条例案

　上記の議案を提出する。

平成２７年２月２４日

福岡市長　髙　　島　　宗 一 郎

理由

　この条例案を提出したのは，準用河川の流水占用料等の額を適正なものに改める必要があ

るによる。

福岡市準用河川流水占用料等徴収条例の一部を改正する条例

　福岡市準用河川流水占用料等徴収条例（平成１２年福岡市条例第２６号）の一部を次のように

改正する。

　別表第１金額の欄を次のように改める。

金　額

円

９７

５,４００

区　　分 単　　位
金　額

１級地区 ２級地区

電柱

第１種電柱

１本につき１年

円

１,７００

円

１,７００

第２種電柱 ２,６００ ２,６００

第３種電柱 ３,５００ ３,５００

　別表第２中備考以外の部分を次のように改める。

　土　　地　　占　　用　　料
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電話柱

第１種電話柱 １,５００ １,５００

第２種電話柱 ２,４００ ２,４００

第３種電話柱 ３,３００ ３,３００

変圧塔その他これに類するもの １個につき１年 ３,０００ ３,０００

送電塔
占用面積１平方メート

ルにつき１年
３,０００ ３,０００

架空線

長さ１メートルにつき

１年

１５ １５

水管，下水

道管，ガス

管その他こ

れらに類す

るもの

外径が０.０７メートル未満の

もの
６３ ６３

外径が０.０７メートル以上０.１

メートル未満のもの
９０ ９０

外径が０.１メートル以上０.１５

メートル未満のもの
１３０ １３０

外径が０.１５メートル以上０.２

メートル未満のもの
１８０ １８０

外径が０.２メートル以上０.３

メートル未満のもの
２７０ ２７０

外径が０.３メートル以上０.４

メートル未満のもの
３６０ ３６０

外径が０.４メートル以上０.７

メートル未満のもの
６３０ ６３０

外径が０.７メートル以上１

メートル未満のもの
９００ ９００

外径が１メートル以上のも

の
１,８００ １,８００

鉄道，軌道その他これらに類するもの
占用面積１平方メート

ルにつき１年
３,０００ ３,０００

標識類 １基につき１年 ２,４００ ２,４００
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　　　附　則

　この条例は，平成２７年４月１日から施行する。

　別表第３中備考以外の部分を次のように改める。

　土　　石　　採　　取　　料

区　　分 単　　位 金　額

土砂

１立方メートル

円

１１４

砂 １４８

砂利 ２２９

栗石及び川石 １４８

通路その他

これに類す

るもの

宅地用通路橋（幅４メート

ル未満のものを除く。）

占用面積１平方メート

ルにつき１年

３３０ ２１０

農業用通路橋（幅４メート

ル未満のものを除く。）
８６ ５８

桟橋 ２００ ２００

係船くい １本につき１年 ２００ ２００

遊船 １隻につき１年 ６,８００ ６,８００

公園，緑地，広場及び運動場

占用面積１平方メート

ルにつき１年

３８ ３８

その他

工作物を伴うもの ３,１００ ２,３００

工作物を伴わないもの ２,０００ １,３００




